
第６回清瀬市新校開設に向けた基本構想及び基本計画策定委員会 

次 第 
 
 

⽇時：2023 年９⽉４⽇（⽉）14 時〜16 時 

市役所４階 研修室１・２ 

１．前回の議事 … 事務局 資料 1 

２．議題 
報告事項 

（１）⼩中⼀貫教育について
（２）配置/建て替え計画について 資料２・３・４ 
（３）清瀬⼩学校教職員意⾒交換会報告 参考資料１ 

協議事項（グループワーク） 
（４）配置/建て替え計画

４案について各委員の意⾒収集
（５）各室/スペース計画

・教室まわり 資料５ 
・学校図書館 資料６ 
・管理諸室（修正案） 資料７ 
・体育館（修正案） 資料８ 

（６）テーマ別の計画課題
・避難所計画 資料９ 
・地域開放と安全対策 資料 10 
・地球環境配慮と学校施設 資料 11 
・ICT 環境と教育 DX 資料 12 

３．次回の⽇程調整 
・第７回策定委員会 10 ⽉ 2 ⽇（⽉）  13 時〜 
・第８回策定委員会 10 ⽉ 17 ⽇（⽕） 15 時〜 



□資料
資料 1 .清瀬市新校開設に向けた基本構想及び基本計画策定第５回策定委員会議事録（案）
資料２-１. 清瀬新校計画 A 案（南東配置）ブロックプラン
資料２-２. 清瀬新校計画 A 案（南東配置）建て替え⼿順イメージ
資料２-３. 清瀬新校計画 B1 案（北東配置）ブロックプラン
資料２-４. 清瀬新校計画 B1 案（北東配置）建て替え⼿順イメージ
資料２-５. 清瀬新校計画 B2 案（北東配置_仮設校舎あり）ブロックプラン
資料２-６. 清瀬新校計画 B2 案（北東配置_仮設校舎あり）建て替え⼿順イメージ
資料２-７. 清瀬新校計画 C 案（北⻄配置）ブロックプラン
資料２-８. 清瀬新校計画 C 案（北⻄配置）建て替え⼿順イメージ
資料３.建設スケジュールの検討
資料４.配置/建て替え計画⽐較表
資料５.教室まわりのレイアウトイメージ
資料６.学校図書館の構成（案）
資料７.管理諸室の構成（修正案）
資料８.体育館の構成（修正案）
資料９.避難所計画（案）
資料 10.地域開放と安全対策（案）
資料 11.地球環境配慮と学校施設のあり⽅（案）
資料 12. ICT 環境と教育 DX（案）

参考資料１.第２回清瀬⼩学校教職員意⾒交換会議事録（案） 
参考資料２.清瀬市地域防災計画 抜粋 
参考資料３.清瀬市⽴学校の適正規模・適正配置に関する基本⽅針 抜粋 
参考資料４.清瀬市⽴学校施設のスポーツ及び遊び場開放に関する規則(⼀部抜粋) 
参考資料５.第４回市⺠ワークショップのまとめ 
参考資料６.視察校の紹介 
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0 5 10 20m 0 5 10 20m 0 5 10 20m

1/2000

清瀬新校計画　Ｂ１案（北東配置）　建替え手順イメージ

第6回清瀬市新校開設に向けた基本構想及び基本計画策定委員会
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資料２－４11
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Ｎ Ｎ Ｎ

Ｎ Ｎ

既存樹

既存樹

既存樹

既存樹

既存樹

既存樹

既存樹

既存樹

既存樹

既存樹

既存樹

既存樹

既存樹

既存樹

既存樹

既存樹

既存樹

既存樹

既存樹

既存樹

ｺﾐｭﾆﾃｨ
ﾊｳｽ

清瀬小学校
（既存校舎）

継続利用

正門
（中学校）

現況

通用門
（中学校）

現況

▼
▼

清瀬中学校
（既存校舎）
【継続利用】

校庭
（中学校）

正門
（中学校）

現況

通用門
（中学校）

現況

▼
▼

清瀬中学校
（既存校舎）
【継続利用】

校庭
（中学校）

既存
体育館

（清瀬小）

既存
体育館

（清瀬小）

ｺﾐｭﾆﾃｨ
ﾊｳｽ

正門
（中学校）

現況

通用門
（中学校）

現況

▼
▼

校庭
（中学校）

既存
体育館

（清瀬小）

体育館
（清瀬中）
アリーナ

ほか

清瀬中学校
（既存校舎）
【継続利用】

清瀬小学校
（既存校舎）

継続利用

工事範囲

体育館
（清瀬中）
アリーナ

ほか

【先行工事】

校庭
（小学校）

仮設校舎
（２階建て）

2400㎡程度

【先行工事】

既存
体育館

（清瀬中）

清瀬小学校
（既存校舎）
【継続利用】

工事範囲

ｺﾐｭﾆﾃｨ
ﾊｳｽ

体育館
（清瀬中）
アリーナ

ほか

清瀬小学校
（既存校舎）

【解体】

工事範囲

既存
体育館

（清瀬中）
【解体】

校庭
（小学校）

仮設校舎
（２階建て）

2400㎡程度

【竣工・引越し】
2400㎡程度

仮設校舎
（２階建て）

工事範囲

新校舎（清瀬小）
３階建て

体育館
（清瀬小）
アリーナ
ステージ

ほか

【工事中】【工事中】

校庭
（小学校）

ｺﾐｭﾆﾃｨ
ﾊｳｽ

正門
（中学校）

現況

通用門
（中学校）

現況

▼
▼

校庭
（中学校）

既存
体育館

（清瀬小）

体育館
（清瀬中）
アリーナ

ほか

清瀬中学校
（既存校舎）
【継続利用】

【解体】

▼ 清瀬小東門
（新校舎）

清瀬小学校
（既存校舎）

仮設校舎
（２階建て）

【解体】

【解体】
工事範囲

ｺﾐｭﾆﾃｨ
ﾊｳｽ

正門
（中学校）

現況

通用門
（中学校）

現況

▼
▼

校庭
（中学校）

体育館
（清瀬中）
アリーナ

ほか

清瀬中学校
（既存校舎）
【継続利用】

▼ 清瀬小東門
（新校舎）

ﾃﾆｽｺｰﾄ
（中学校）

校庭
（小学校）

（＊6コース（幅1.25m））

トラック
150mトラック

【竣工・引越し】

新校舎（清瀬小）
３階建て

体育館
（清瀬小）
アリーナ
ステージ
ほか 新校舎（清瀬小）

３階建て

体育館
（清瀬小）
アリーナ
ステージ

ほか

店舗

駐車場

住宅

住宅

駐車場

特定
生産緑地

住宅

店舗

住宅

道路拡張予定範囲

▲

東門
（小学校）

現況

▲
▲

北門
（小学校）

現況

通用門
（小学校）

現況

＊工事期間中、敷地内でのテニスコートの確保が困難
　（別敷地での確保など工夫を要する）

店舗

駐車場

住宅

住宅

駐車場駐車場

特定
生産緑地

住宅

店舗

住宅

道路拡張予定範囲

▲

東門
（小学校）

現況

▲
▲

北門
（小学校）

現況

通用門
（小学校）

現況

店舗

駐車場

住宅

住宅

駐車場駐車場

特定
生産緑地

住宅

店舗

住宅

道路拡張予定範囲

▲

東門
（小学校）

現況

▲

通用門
（小学校）

現況

＊解体工事期間中も同様、テニスコートの確保が困難
　（別敷地での確保など工夫を要する）

南門（小学校）現況
▲

南門（小学校）現況
▲

南門（小学校）現況
▲

駐車場

＊工事期間中、敷地内でのテニスコートの確保が困難
　（別敷地での確保など工夫を要する）

店舗

駐車場

住宅

住宅

駐車場駐車場

特定
生産緑地

住宅

店舗

住宅

道路拡張予定範囲

▲

通用門
（小学校）

現況

南門（小学校）現況
▲

店舗

駐車場

住宅

住宅

駐車場駐車場

特定
生産緑地

住宅

店舗

住宅

道路拡張予定範囲

▲

通用門
（小学校）

現況

＊校庭整備工事期間中も同様、テニスコートの確保が困難
　（別敷地での確保など工夫を要する）

南門（小学校）現況
▲

＊解体工事期間中、テニスコート及び小学校校庭の確保が困難
　（別敷地での確保など工夫を要する）

※記載の建て替え手順は、イメージであり変更の可能性があります。

0 5 10 20m 0 5 10 20m 0 5 10 20m

0 5 10 20m 0 5 10 20m

1/2000

清瀬新校計画　Ｂ２案（北東配置）　建替え手順イメージ

第6回清瀬市新校開設に向けた基本構想及び基本計画策定委員会
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Ｎ Ｎ Ｎ

既存樹

既存樹

既存樹

既存樹

既存樹

既存樹

既存樹

既存樹

既存樹

既存樹

既存樹

既存樹

既存
体育館

（清瀬中）

ｺﾐｭﾆﾃｨ
ﾊｳｽ

既存
体育館

（清瀬小）

校庭
（小中共用）

校庭
（小中共用）

清瀬小学校
（既存校舎）

継続利用

正門
（中学校）

現況

通用門
（中学校）

現況

▼
▼

既存
体育館

（清瀬中）

既存
体育館

（清瀬小）

【解体】

【解体】

正門
（中学校）

現況

通用門
（中学校）

現況
▼

▼

▼

清瀬小北門
（新校舎）

ｺﾐｭﾆﾃｨ
ﾊｳｽ

校庭
（中学校）

校庭に
隣接して配置

ﾃﾆｽｺｰﾄ
（中学校）

正門
（中学校）

現況

通用門
（中学校）

現況

▼
▼

▼

清瀬小北門
（新校舎）

清瀬小学校
（既存校舎）

校庭
（小学校）

【解体】

（＊6コース（幅1.25m））

トラック
200mトラック

ｺﾐｭﾆﾃｨ
ﾊｳｽ

工事範囲

工事範囲

【建設中】
体育館

（清瀬小）
アリーナ
ステージ

ほか 新校舎（清瀬小）
３階建て

【竣工・引越し】

体育館
（清瀬小）
アリーナ
ステージ

ほか 新校舎（清瀬小）
３階建て

清瀬中学校
（既存校舎）
【継続利用】

清瀬中学校
（既存校舎）
【継続利用】

清瀬中学校
（既存校舎）
【継続利用】

体育館
（清瀬小）
アリーナ
ステージ

ほか 新校舎（清瀬小）
３階建て

清瀬小正門
（新校舎） ▼

体育館
（清瀬中）
アリーナ
ほか

体育館
（清瀬中）
アリーナ

ほか

体育館
（清瀬中）
アリーナ

ほか

広場 広場 150mトラック
（＊6コース（幅1.25m））

【校庭整備】

道路拡張予定範囲

店舗

駐車場

住宅

住宅

駐車場駐車場

特定
生産緑地

住宅

店舗

住宅

道路拡張予定範囲

駐車場駐車場

特定
生産緑地

店舗

住宅 住宅

駐車場

住宅

店舗

住宅

南門（小学校）現況
▲

▲

東門
（小学校）

現況

▲
▲

北門
（小学校）

現況

通用門
（小学校）

現況

道路拡張予定範囲

駐車場

特定
生産緑地

駐車場

店舗

住宅 住宅

住宅

駐車場

店舗

住宅

＊工事期間中、敷地内での中学校の校庭の確保が困難
　（別敷地での確保、小学校校庭の共用など工夫を要する）

＊解体工事期間中も同様、敷地内での中学校の校庭の確保が困難
　（別敷地での確保、小学校校庭の共用など工夫を要する）

＊校庭整備工事中、小・中学校の校庭は使用不可
　（別敷地での校庭の確保など工夫を要する）

※記載の建て替え手順は、イメージであり変更の可能性があります。

0 5 10 20m 0 5 10 20m 0 5 10 20m

1/2000

第6回清瀬市新校開設に向けた基本構想及び基本計画策定委員会

230904

資料２－８
清瀬新校計画　Ｃ案（北西配置）　建替え手順イメージ
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清瀬市新校計画 23.9.4 第６回清瀬市新校開設に向けた基本構想及び基本計画策定委員会 資料３

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A案 設計 プロポ 基本6ヶ⽉ 実施12ヶ⽉（中体育館先⾏アップ）

南東配置 中体育館本体⼯事 ⼊札 9か⽉

本体1期⼯事 17か⽉（既存⼩体育館解体⼯事含） 引越

解体1期⼯事 ⼊札 4か⽉

本体2期⼯事 17か⽉ 引越

解体2期⼯事 ⼊札 4か⽉

校庭整備 4か⽉

B１案 設計 プロポ 基本6ヶ⽉ 実施12ヶ⽉（中体育館先⾏アップ）

北東配置 中体育館本体⼯事 ⼊札 9か⽉

本体1期⼯事 17か⽉（既存中体育館解体⼯事含） 引越

解体1期⼯事 ⼊札 4か⽉

本体2期⼯事 17か⽉ 引越

解体2期⼯事 ⼊札 4か⽉

仮設なし 校庭整備 4か⽉

B２案 設計 プロポ 基本6ヶ⽉ 実施12ヶ⽉（中体育館先⾏アップ）

北東配置 中体育館本体⼯事 ⼊札 9か⽉

仮設校舎 ⼊札 建設・引越 使⽤期間（2年） 解体

解体1期⼯事 ⼊札 4か⽉

本体⼯事 ⼊札 18か⽉ 引越

解体2期⼯事 ⼊札 4か⽉

仮設あり 校庭整備 4か⽉

C案 設計 プロポ 基本6ヶ⽉ 実施12ヶ⽉

北⻄配置 本体⼯事 ⼊札 18か⽉ 引越

解体⼯事 ⼊札 5か⽉

校庭整備 6か⽉

※設計期間を各案共通とした。

R11年度
令和12年（2030）

R11年度

⼊札

⼊札

R10年度R9年度

現在の⼩学校
校舎位置に建
設

現在の⼩学校
校舎位置に建
設

現在の中学校
校庭位置に建
設

現在の⼩学校
校庭位置に建
設

令和11年（2029）令和10年（2028）令和9年（2027）建設スケジュールの検討 令和6年（2024） 令和7年（2025） 令和8年（2026）
R6年度 R7年度 R8年度

⼊札

⼊札

⼩学校が校庭を使えない期間（４年程度）

⼩学校の校庭利⽤が制約される期間（３年）

主要な⼯事期間（２年強 ⼩学校）

中学校が校庭を使えない期間（２年半）

主要な⼯事期間（２年程度）

主要な⼯事期間（４年弱 ⼩学校）
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配置/建て替え計画案の⽐較表 23.9.4 第６回清瀬市新校開設に向けた基本構想及び基本計画策定委員会 資料４

1案．仮設校舎なし 2案．仮設校舎あり

配置計画案

建て替え計画 ・２期⼯事（⼩学校） ・２期⼯事（⼩学校） ・１期⼯事（⼩学校） ・１期⼯事（⼩学校）
整備完了想定時期 ・新校舎 令和12年1⽉運⽤開始 ・新校舎 令和12年1⽉運⽤開始 ・新校舎 令和10年4⽉運⽤開始 ・新校舎 令和10年4⽉運⽤開始

・新校庭 令和12年9⽉運⽤開始 ・新校庭 令和12年9⽉運⽤開始 ・新校庭 令和10年12⽉運⽤開始 ・新校庭 令和11年2⽉運⽤開始
⼯事中の教育環境 ・主要な⼯事期間 4年弱_⼩学校 ・主要な⼯事期間 4年弱_⼩学校 ・主要な⼯事期間 2年強_⼩学校 ・主要な⼯事期間 2年程度_⼩学校

・２期⼯事中は新校舎と⼀部既存校舎を併⽤する
ため、動線に⼯夫を要する

・２期⼯事中は新校舎と⼀部既存校舎を併⽤する
ため、動線に⼯夫を要する

・⼯事中は⼀部既存校舎と仮設校舎を併⽤（⼯事
は北側で完結）

・中学校の建て替え⼯事でないにも関わらず、中
学校の校庭が２年半程度利⽤できない

・⼩学校の校庭が４年程度利⽤できない ・⼯事場所が既存校舎に隣接するため、防⾳・振
動対策等に⼯夫を要する

・仮設校舎を整備するため⼩学校の校庭は現状の
半分程度の⾯積となる

・中学校の校庭が利⽤できない期間中、体育や部
活動の活動場所を移動⼿段とともに別に確保する
必要がある（学校並びに保護者の合意が不可⽋）

計画の⾃由度 ・東⻄の隣地に⾯した建物配置となるため、隣地
斜線に対して上階をセットバック（後退）するな
ど法的課題を解決する必要がある

・北側住宅地へ⽇照等の配慮が必要となる
・1期⼯事で４学年分以上の教室を整備する必要
があるため、特別教室や体育館の配置にも制約が
掛かる
・旧コミュニティハウスとの関係を考慮した計画
とする必要がある

・北側住宅地へ⽇照等の配慮が必要となる
・⽐較的整形でまとまった計画地が確保できるた
め、平⾯計画の⾃由度が⾼い。
・旧コミュニティハウスとの関係を考慮した計画
とする必要がある

・北側住宅地へ⽇照等の配慮が必要となる
・南側にある中学校校舎から体育館への動線確
保、管理諸室からアプローチや⼩学校校庭への視
認性の確保、不整形な地形など、制約条件が多
く、良好な配置・平⾯計画が難しい

利点 ・⼩中校舎の前で東⻄をつなぐ⼀体的なアプロー
チ空間が整備できる。
・⼩中の校舎が隣接するため、管理諸室が連携し
やすい配置が⾏いやすい。
・市役所通り側に図書館等を配置することで地域
とのつながりをつくることができる。

・⼩中校舎の前で東⻄をつなぐ⼀体的なアプロー
チ空間が整備できる。
・中学校の特別教室/図書棟と新校舎の機能連携
を考慮した計画ができる可能性がある。
・建て替え中も校庭を利⽤できる。

・⼯事期間が短い。
・⼩中校舎の前で東⻄をつなぐ⼀体的なアプロー
チ空間が整備できる。
・通⾵や採光に配慮した教室配置が計画しやす
い。２つの体育館を隣接配置することも可能。

・⼯事期間が短い。
・⼩中の体育館の共⽤が図りやすい。

課題 ・隣地に対して圧迫感や⾳に配慮する必要があ
る。そのため隣地に⾯した教室配置は難しい。
・道路に⾯した教室配置となるため、防⾳対策が
求められる。
・⼩中の体育館は離れるため相互利⽤は困難。
・校庭が北側となることから、冬季の校庭環境の
悪化を懸念する意⾒が挙がっている。

・⼩体育館を２期⼯事で建てなければならないた
め、⼩中の体育館は離れた配置となり、連携利⽤
は難しい。
・北側の棟に４学年分の教室を配置する必要があ
るため、⼀部で通⾵・採光の確保した教室配置が
⾏いにくい。
・給⾷の運搬を含めて⼯事中の動線確保に⼯夫を
要する。

□仮設校舎の計画
・５学年分の教室（20室程度）を整備する
・中学校の校舎を借りることができるかによって
特別教室の⾯積が変わる
・給⾷を市内の学校や他市の給⾷センターから運
ぶか、給⾷室を先⾏する中学校体育館と⼀体的に
整備することができれば、仮設校舎に給⾷室を整
備しなくて済む

・中学校からの移動と北側の⽇影対策を考える
と、体育館を南側に配置し校舎をその北側に配置
せざるを得ない。そのため通⾵・採光を確保した
教室配置が⾏いにくい。
・南東から登校する児童は校地北側まで回らなけ
ればならない。また旧コミュニティハウスがある
ためアプローチの視認性が確保しにくい。
・市役所と校舎の関係を作りにくい。

A案．南東配置（現⼩学校校庭に建設）
B案．北東配置（既存校舎位置に建設）

C案．北⻄配置（中学校校庭配置）
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⼩学校体育館の考え⽅（案）
第6回清瀬市新校開設に向けた基本構想及び基本計画策定委員会 資料８

□施設構成の考え⽅
・地域の避難所としても利⽤できるようにする。
・アリーナの他に軽運動や会議が可能な多⽬的室を設ける。
・低学年や特別⽀援の教育活動で利⽤できるプレイルームを設ける。
・⼩中の相互利⽤を考慮する。

□清瀬⼩学校教職員意⾒交換会における主な意⾒・要望
・体育器具庫は50㎡では不⾜する。様々な競技の器具を収納できるよう、⼗分な広さと
天井ふところを確保してほしい。

・備蓄倉庫は教室+α程度の広さがほしい。
・体育器具の出し⼊れを考慮し、間⼝がフルオープンにできる建具など検討してほしい。
・夏季の酷暑や、急な雷⾬の避難に対応できるよう、体育館を充実してほしい。
・体育館を２階とし、その下を⾬天時に退避、軽運動できるスペースにできるとよい。
・体育館の更⾐室は２クラスが利⽤できる広さがよい。（３０㎡×２室程度）
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特別教室
（⾳楽２室）

避難所計画_⼤規模災害時の施設利⽤の考え⽅（案）
第6回清瀬市新校開設に向けた基本構想及び基本計画策定委員会 資料９

□⼤規模災害時の考え⽅
〇児童の安全を確保する
・校舎や体育館の⼗分な耐震性を確保する
・保護者へ安全に受け渡すことができる環境を⽤意する
・災害時の情報収集や連絡が⾏える設備や電源等を確保する

〇学校の早期再開が可能な施設とする
・避難所機能を集約し、学校機能と分けることで学校が早期再開できるようにする
・避難者数に応じて段階的な避難所開設・縮⼩ができるようにする

〇多様な避難者が安⼼して避難できる環境をつくる
・体育館のほかに避難所に割り当てられる様な場所を⽤意する
・災害弱者にとって利⽤しやすい環境を整える

〇地域の防災拠点として地域との連携・協働を継続する
・清瀬中や地域と連携し、地域全体の避難場所として、安全・安⼼を⽀える
・地域との話し合いを継続し、⾃⽴した避難所運営ができるようにする

□避難所に対する防災防犯課の意⾒・要望
・清瀬⼩・清瀬中は指定避難所に指定されている。
・避難所の１⼈当たりの必要⾯積は1.65㎡程度と想定。
・学童クラブを避難所として利⽤することは想定していない。
・コミュニティハウスも避難所として利⽤する可能性はある。
・マンホールトイレは５基、＋１基は点検⽤として必要。
・防災⽤井⼾などが設けられるとよい。
・備蓄倉庫は現状不⾜しており、広く確保してほしい。
・帰宅困難者への対応は、駅から徒歩で帰宅可能な範囲であるため想定していない。

□今後の検討課題
・児童の受け渡し等の考え⽅、待機スペースの確保など
・⾃家⽤⾞による避難者の受け⼊れ⽅法（校庭利⽤や市役所駐⾞場利⽤など）
・上下⽔や電源等のインフラ確保の考え⽅（井⽔利⽤、便槽ピット、⾮常電源など）
・備蓄の考え⽅（学校⽤・地域⽤）
・避難想定⼈数

体育館
学童

管理諸室保健

普通教室

体育館学童

特別教室
（⾳楽２室）

管理諸室保健

普通教室
＜480⼈（24室）＞
＜1000⼈（24室）＞

＜250⼈＞
＜545⼈＞

＜100⼈＞
＜210⼈＞

＜60⼈＞＜145⼈＞

体育館学童

特別教室
（⾳楽２室）

管理諸室保健

普通教室

体育館学童

特別教室

管理諸室保健

普通教室

段階的な学校再開イメージ案（清瀬⼩学校）

【災害直後】 【学校・学童⼀部再開】 【学校全⾯再開】【学校再開範囲拡⼤】
全児童⽣徒の安全確保
⼀時避難・待機

避難者数・要望に応じ
た避難スペースの確保

授業に応じた教室数の
確保・学校⼀部再開

学校及び学童の
全⾯再開

災害時利⽤範囲災害時利⽤範囲 災害時利⽤範囲 学校の全⾯再開

学校の
⼀部再開

学校の
⼀部再開

＜60⼈＞＜145⼈＞

＜250⼈＞
＜545⼈＞

＜50⼈＞＜125⼈＞

＊図中＜〇〇⼈＞：スフィア基準（⼈道憲章と⼈道対応に関する最低基準）3.5㎡/⼈として算定した避難収容⼈数
＜〇〇⼈＞：清瀬市地域防災計画の基準1.65㎡/⼈程度（3.3㎡に対し2⼈）として算定した避難収容⼈数 を⽰す

連携
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第6回清瀬市新校開設に向けた基本構想及び基本計画策定委員会 資料９

家庭科：
災害時⽀援スペース
（焚き出しほか）

放課後児童クラブ：
・待機/避難スペース

⾳楽室1・2：
・障害や健康状態に応じた
待機/避難スペース

災害時利⽤における各室の関係性の考え⽅イメージ（案）

校庭
⾃衛隊等の

避難者⽀援施設設置
応急トイレ、

給⽔・給電⾞両など
の⽀援

職員室、校⻑室、
事務室、応接室ほか

【職員室】（清瀬⼩）

児童⽣徒の安否確認
情報収集・情報発信 職員

来客⽤
WC

主たる避難所利⽤スペース

地域連携室：
避難所運営時の
センター的機能

職員室：
児童⽣徒の安否確認、
情報収集、情報発信

避難者の受け⼊れ

【⾳楽室】
＜60⼈＞
＜145⼈＞

⾳楽室1
メディア
100㎡

準備
40㎡

⾳楽室2
メディア
140㎡

楽器
30㎡

練習
10㎡

【放課後児童クラブ】
（学童）

＊保育室：350㎡
＜100⼈＞
＜210⼈＞

家庭科室
メディア
150㎡

準備
30㎡【家庭科】

保健
100㎡

連携

アリーナ

器具
備蓄
倉庫
70㎡

ホール

ステージ

【体育館】（清瀬⼩）

＜170⼈＞
＜360⼈＞

WC 多

更⾐

多⽬的
プレイ
ルーム

【体育館】（清瀬中）
＊アリーナ：900㎡程度

＜255⼈＞
＜545⼈＞

【職員室】（清瀬中）

⽣徒の安否確認
情報収集・情報

発信

相互連携

地域連携
20㎡

受付

相互
連携

トイレ：
避難者数に応じたト
イレを複数配置

WC

多

多⽬的室：
・避難弱者など、障害や健
康状態に応じた待機/
避難スペース

避難収容⼈数
に応じて

普通教室への
避難も想定

＜480⼈（24室）＞
＜1000⼈（24室）＞

連携利⽤

＊図中＜〇〇⼈＞：スフィア基準（⼈道憲章と⼈道対応に関する最低基準）3.5㎡/⼈として算定した避難収容⼈数
＜〇〇⼈＞：清瀬市地域防災計画の基準1.65㎡/⼈程度（3.3㎡に対し2⼈）として算定した避難収容⼈数 を⽰す

＜40⼈＞
＜90⼈＞

応急
WC

視認性確保
避難所
運営拠点

⽀援
物資
搬⼊
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学校施設の地域開放と安全対策の考え⽅（案）

第6回清瀬市新校開設に向けた基本構想及び基本計画策定委員会 資料10

地域開放・安全対策の考え⽅
＊地域開放と防犯対策の両⽴を図るための施設計画の考え⽅を整理する。

〇地域の開放利⽤範囲を明確にする
・地域開放ゾーンとして、体育館と家庭科室、⾳楽室を地域開放施設と位置付ける
・特別教室は将来的な開放利⽤も視野に⼊れた配置が⾏えるようにする
・開放ゾーンと⾮開放ゾーンは、区画⽤の扉を設け、開放時の移動を制御する

〇開放時の安全性を確保する
・地域開放時の利⽤者のチェックなど管理運⽤が⾏いやすい位置に地域連携室を設ける
・複数の避難経路を確保し、災害時や緊急時等に利⽤者が円滑に避難できるようにする

〇開放時の運⽤・セキュリティ管理を明確にする
・学校使⽤時間帯外の利⽤を考慮した施設管理・運⽤の仕組みを積極的に取り⼊れ、
利⽤者及び教職員の負担が軽減する

〇死⾓をなくし、視認性を確保する
・校舎内及び周辺道路から、校内の様⼦が分かるよう視認性の⾼い囲障デザインとする
・やむを得ず死⾓となりそうな箇所には防犯カメラを設け、抑⽌効果を⾼める
・校内だけでなく清瀬中からの視認性を確保する

〇地域や清瀬中学校と連携が図りやすい環境をつくる
・地域の居場所となる場所を確保し、地域と共に安全・安⼼を⽀える
・隣接する清瀬中と双⽅の利⽤状況等など、相互が連携・把握しやすい施設配置とする

〇安全に登下校できるアプローチ環境を⽤意する
・歩⾞分離を明確にし、児童が登下校できるようにする
・出⼊⼝には⾨扉を設け遠隔で施錠管理し、来校者管理ができるようにする
・体格差の異なる児童⽣徒の安全性を確保できるようなアプローチとする

□清瀬市の学校施設の地域開放の現状と今後のイメージ
＊参考：清瀬市⽴学校施設のスポーツ及び遊び場開放に関する規則

清瀬市適正規模・適正配置に関する基本⽅針等
・学校施設のスポーツ開放は、市内在住、在勤、在学するもので１０名以上の団体と
し、団体に利⽤責任者として成⼈が含まれていることとする
（団体は登録団体 登録窓⼝：教育委員会⽣涯学習スポーツ課）

・遊び場開放は、幼児（保護者の付き添いがあるもの）及び児童を対象
・体育館の鍵を団体に貸出して運⽤（附番して持ち主を管理）
・コミュニティ・スクールのように学校に集う多様な専⾨性を持つ⽅々と協働し、
「地域と共にある学校づくり」を進める

・コミュニティエリア（学童クラブ・学校図書館等）は教育エリアとは動線を分ける
教育エリアは、コミュニティエリアと併⽤できる施設は共同利⽤も想定
共同エリア（体育館・グラウンド等）は、学校と地域が棲み分けながら共同利⽤を
想定

□今後の検討課題
・学校教育の時間帯以外での利⽤を踏まえた施設管理・運⽤の仕組みづくり
・鍵の施錠・開錠の電⼦化や、遠隔制御システムの導⼊等による管理体制の省⼒化
・インターネット等による施設開放時の予約状況の可視化などへの検討
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校庭

第6回清瀬市新校開設に向けた基本構想及び基本計画策定委員会 資料10

地域開放の考え⽅（案）
施設構成のイメージ

【⾳楽室】
＊

⾳楽室1
メディア
100㎡

準備
40㎡

⾳楽室2
メディア
140㎡

楽器
30㎡

練習
10㎡

家庭科室
メディア
150㎡ 準備

30㎡

【家庭科】
＊

アリーナ

器具備蓄

ステージ

【体育館】（清瀬⼩）

WC
多

更⾐

多⽬的
プレイ
ルーム

地域連携
20㎡

【放課後児童クラブ】
（学童）

【体育館】
（清瀬中）

相互
連携

利⽤

利⽤

地域交流ホール
居⼼地の良い場所

【学校図書館】
240㎡

校庭利⽤

地域
開放

開放
受付

：⼊退室管理箇所（案）

地域開放範囲

＊特別教室の地域開放は図⼯室等も要望が挙がっている。
将来的な開放可能性も視野に⼊れながら引き続き検討する。

＊学校図書館については、⼊館管理と合わせて図書貸出の有無など運⽤⾯も検討する。

体育館：
登録団体への利⽤を主
体に貸出しを想定

多⽬的室：
会議など様々な利⽤を
考慮した設えとする

放課後児童クラブ：
放課後や⻑期休みの⼦ど
もたちの居場所になるた
め、体育館や校庭、開放
スペース等も活動場所と
して利⽤

特別教室：
⾳楽・家庭科など、
地域の⽅が利⽤しや
すい特別教室の積極
的な利⽤を促す

地域連携室：
地域と学校の協働拠点として地域の
⽅々も気軽に訪れやすいようにする
開放時の受付や鍵の受け渡しなどの場
所にすることも考えられる
＊別途、運営等を踏まえ、開放管
理室等を設けることも検討

主に
個⼈
利⽤

主に
団体
利⽤

主に
団体
利⽤

教室等
セキュリティ

管理
諸室
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第6回清瀬市新校開設に向けた基本構想及び基本計画策定委員会 資料10

地域開放の参考事例

北海道安平町⽴早来学園

予約システム
特別教室等の利⽤者はgoogleアカウントを予約システムに登録

学校図書館を常時⼀般開放するとともに、図書館を介して特別教室や
アリーナも⽇中に空いていれば⼀般開放できるようにしている
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資料 11 
第６回清瀬市新校開設に向けた基本構想及び基本計画策定委員会 

地球環境配慮と学校施設のあり⽅（案） 

地球規模の気候変動、新型感染症、急激に進む世界の⼈⼝増や貧困問題など、多種多様な世界
的課題に対して、私たちの社会がどのように取り組んでいくか問われている。 

2015 年の国連において、2030 年までに達成すべき「持続可能な開発⽬標(Sustainable 
Development Goals：SDGs）」が全会⼀致で採択された。⼈類がこの地球で暮らし続けていける
ための 17 の具体的なゴールと 169 のターゲットが掲げられている。「だれひとり取り残さな
い」という SDGｓの設⽴理念の下、ここでは⼤きなエネルギーを消費する建設事業とその運⽤
に当たり、課題とすることを整理する。 

（１）清瀬市の取り組み
はじめに清瀬市における地球環境配慮の主な施策や取り組みを整理する。

〇第⼆次清瀬市環境基本計画 
本計画は「清瀬市環境基本条例」を根拠とし、清瀬市の⾃然環境保全や公害防⽌への対応はも

とより、市や市⺠、事業者の環境負荷の少ない⽇常及び事業活動のあり⽅を⽰す計画であり、本
市の良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくことを⽬的とし
て、次の３つの役割を担っている。 

１）清瀬市の現状を踏まえ、環境負荷の少ない地域社会づくりの実現に向けて、市が取り組
むべき環境保全の具体的な⽅向性を⽰します。

２）市、市⺠、事業者の環境保全に係わる役割を明確にし、それぞれが⾏うべき取り組みの
⽅向性を⽰します。

３）望ましい環境像の実現に向けて取り組みます。
計画期間は平成 28 年度（2016）から令和 7 年度（2025）までの 10 年間とされ、以下の 5 つ

の基本⽬標が定められている。 
１ 低炭素で環境にやさしいまちを実現する （低炭素） 
２ 持続可能な循環型のまちを実現する （循環） 
３ ⼈とみどりが共に育つまちを実現する （共⽣） 
４ 安⼼・安全で快適なまちを実現する （安⼼・安全） 
５ 環境に配慮した⼈と⼈との輪を実現する （協働） 

学校教育に直接関わる内容としては、⽣涯学習として環境教育の充実に努めるとされ、学校や
図書館、地域市⺠センターなどの公共施設間において、環境情報のネットワーク化を図るとして
いる。 
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〇清瀬市ゼロカーボンシティ宣⾔ 
国は 2050 年までに国内における温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることを⽬標として掲

げている。清瀬市においても、令和 4 年清瀬市議会第 2 回定例会において、脱炭素社会の実現に
向け、市⺠、事業者、市が協働しながら温室効果ガスの排出を削減し、2050 年までに⼆酸化炭
素排出量を実質ゼロとする「ゼロカーボンシティ」の実現を⽬指していくことを宣⾔している。 

〇きよせの環境・川まつり 
柳瀬川を主たる舞台として、「環境保全の主役は、私たち」であることを体験し、再確認する

ことができる場として、年 1 回開催している。環境保全の普及啓発、パネル展⽰、川遊び、スタ
ンプラリー、⾷べ物コーナーなど毎年多くの市⺠が参加している。

〇多摩産材等の⽊材利⽤ 
「清瀬市公共建築物等における多摩産材等利⽤推進⽅針」で多摩産材をはじめとする国産材を

公共施設に活⽤することが定められている。施設の⽊造化、⽊質化のほか、什器等の備品につい
て多摩産材等の使⽤に努めるとされている。 

（２）⻑寿命な施設づくり
新しい学校施設は少なくとも 100 年は使い続けられるように整備することが望まれる。そのた

めには、①⼗分な耐震強度と耐久性を持つ構造躯体とすること、②変化に対応できるフレキシブ
ル（可変性）な施設とすること、③予防保全を中⼼とした適切な維持管理が継続して⾏えるよう
にすることが求められる。

①については、設計段階で⼤地震にも⼗分に耐えられる耐震強度や⼗分なコンクリートのかぶ
り厚さ（RC 造の場合）の確保、⾬掛かりなど劣化しやすい箇所・部位の対策、⼯事段階では品
質管理を徹底すること等が求められる。 

②については、将来の⽤途変更や間取りの変更が⾏いやすいように間仕切は極⼒耐⼒を負担し
ない乾式壁を採⽤すること、設備の機器や配管の更新が⾏いやすい設備設計とすることが求めら
れる。 

③については、定期点検を徹底し、劣化箇所の早期発⾒と対策措置を講じることや劣化要因と
なる屋上の樋の清掃等を⾏うことや、配管等を含む設備や衛⽣器具の更新を中⻑期スパンで計画
的に⾏うことが考えられる。 
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（３）エコスクール
⽂部科学省では、地球環境に配慮した学校づくりを「エコスクール」として推進している。

エコスクールの考え⽅
＊エコスクール 〜環境を考慮した学校施設の整備推進（令和 4 年）より引⽤ 

エコスクールは、環境負荷の低減に貢献するだけでなく、施設を環境教育の教材として活⽤し
児童の環境教育に資するものであり、地域の環境教育の発信拠点としても先導的な役割を果たす
ものである。 

新校舎は、児童が安⼼・安全に⽣活でき、快適で環境負荷の少ない学校とする必要がある。そ
のためにも、現在の気候⾵⼟や⽴地条件を把握し、⽇当たりや⾵通し、断熱性・気密性の確保が
重要である。設計段階において、現況を調査し、それらを踏まえた計画・設計としていくことが
求められる。今後の設計に際し、サステイナブルな施設づくりを実現していく上での検討課題を
以下に⽰す。 

①⾃然エネルギーの活⽤
〇⾃然採光・⾃然通⾵（パッシブデザイン）

・教室やオープンスペースなど各室やスペースの環境づくりだけでなく、中庭などを設け、
施設全体が明るく⾵通しのよい環境となるようにする

・教室と廊下間の建具や開⼝部の形状を⼯夫し、⾵通しのよい環境を整える
・温度差換気等の⾃然換気を誘導する際は、⾵向シミュレーションの検討などにより実際の

効果予測の検証を図る
・トップライトやハイサイドライトを導⼊する際には、採光の確保や換気しやすい位置に設

けるとともに、転落や落下に対する安全対策を⾏う

〇環境負荷低減設備の導⼊（アクティブデザイン） 
太陽光発電・⾵⼒発電 
・周辺環境を踏まえ設置位置や設置⾓度を確定すると共に、本体荷重を踏まえた構造計画、
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使⽤室・使⽤範囲、費⽤対効果等に配慮する 
太陽熱・地中熱利⽤等 
・導⼊に際しては、清瀬市の気候や周辺建物との関係性、現地の地中状況などを踏まえ、採

⽤を検討する 
 

②エネルギー負荷の低減・省エネルギー型設備の導⼊など 
〇断熱・気密性能の向上 

・熱還流率など断熱化による効果などを⽐較検討すると共に、内断熱・外断熱など適材適所
の断熱⽅法を採⽤し⽇射熱の抑制を図る 

・開⼝部には、複層ガラスなどを採⽤すると共に、児童の接触等による破損など、安全性を
確保できる仕様とする 

 
〇⽇射・⽇照等の調整 
・ライトシェルフなどの採⽤は、反射光の取り⼊れによる照明の消費エネルギーの削減や、

夏期の直射⽇光の遮蔽による冷房負荷の低減など、費⽤対効果を踏まえ導⼊を検討する 
・壁⾯緑化や屋上緑化の導⼊する場合は、熱負荷低減の効果と共に、⽔やりなどの維持管理

やメンテナンス⽅法なども合わせて検討する 
 

 
ライトシェルフ（⽔平庇）     

〇省エネルギー型設備の導⼊ 
・省エネルギー型の照明器具や空調設備の導⼊時には、使⽤エネルギーの削減効果と合わせ

て、使⽤範囲が切り分け可能な制御装置（スイッチ等）の配置等にも配慮する 
 

③⽊材利⽤ 
〇学校施設の⽊材利⽤における主な効果と意義 

公⽴学校施設における⽊材利⽤状況（令和 3 年度 ⽂部科学省）では学校施設に⽊材を利⽤
する効果等について次のようにまとめている。 
１ 学習環境の改善 

・柔らかで温かみのある感触や優れた調湿効果による、豊かで快適な学習環境を形成 
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・森林の保全、地域の産業や地球環境問題などについて学習する教材としての活⽤
２ 地場産業の活性化 

・地域材や地場の職⼈の技術の活⽤による地場産業の振興
３ 地球環境の保全 

・鉄やアルミニウム等に⽐べて、材料製造時に要するエネルギー量が少ない
・炭素を貯蔵するため温暖化抑制に寄与

４ 地域の⾵⼟や⽂化への調和 
・学校づくりを通じた、地域のコミュニティ形成や⽊の⽂化の継承の機会の提供

〇多摩産⽊材等の活⽤ 
・多摩産⽊材等を積極的に学校施設に利⽤することは東京都や国⼟の森林保全につながる。

設計段階では実際に必要となる⽊材量を把握し、産地の森林組合等と協議し供給量を確保
する等の調整が求められる。また合法⽊材として認定された⽊材を利⽤する等、トレーサ
ビリティの確保に努める必要がある。

・⼀⽅で多摩産⽊材は産出量が限られるため、他の道府県産の⽊材を活⽤することも有効と
なる。例えば友好交流都市である⻑野県⽴科町などと連携し、森林が豊富な⾃治体から⽊
材を調達することも考えられる。

④⾬⽔/中⽔利⽤・リサイクル材等の利⽤
〇⾬⽔/中⽔利⽤

・⾬⽔使⽤⽔量に合わせた屋根集⽔範囲の設定を⾏うと共に、再⽣利⽤⽔の誤飲の可能性
等、使⽤範囲の設定などにも配慮する

〇リサイクル建材の利⽤ 
・建材の仕様については、リサイクル建材の利⽤促進と同時に、使⽤範囲や耐久性、イニシ

ャルコストも合わせて検討する

（４）⽂部科学省等の補助事業の活⽤
①エコスクール・プラスの認定事業（４省合同事業）

⽂部科学省、農林⽔産省、国⼟交通省、環境省が連携協⼒して、学校設置者である市町村等
がエコスクールとして整備する学校を「エコスクール・プラス」として認定しており、認定を
受けた学校が施設の整備事業を実施する際に、関係各省より補助事業の優先採択などの⽀援を
受けることができる。 

「地域脱炭素ロードマップ」に基づく脱炭素先⾏地域などの学校のうち、ZEB Ready を達
成する事業に対し、⽂部科学省は単価加算措置（８％）の⽀援を⾏っている。 

⽀援を受ける際には、市の⽅針や事業費など総合的な判断が求められる。 
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ZEB Ready を達成する事業 
〇ZEB Ready の算定⽅法 

⼀次エネルギー消費量：空調、換気、照明、給湯、昇降機の⼀次エネルギー消費量を考慮して算出 
なお、再⽣可能エネルギー設備及び OA 機器等（その他⼀次エネルギー消費量）を除く 

＊出典：⽂部科学省「環境を考慮した学校施設（エコスクール）の整備について」（平成８年３⽉） 

〇脱炭素先⾏地域の学校 
「地域脱炭素ロードマップ（令和３年６⽉９⽇第３回国・地⽅脱炭素実現会議決定）に基づ
き環境省にて募集されている脱炭素先⾏地域に選定された地域に⽴地する学校 

〇脱炭素先⾏地域以外の学校 
将来的にすべてのエネルギー消費量を再⽣可能エネルギー等で受給することで⼀次エネルギ
ー消費量を収⽀でゼロとするいわゆる『ZEB※』を達成する計画を策定した学校 

※ネット・ゼロ・エネルギー・ビルの略

ZEB Ready のイメージ 
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資料 12 
第６回清瀬市新校開設に向けた基本構想及び基本計画策定委員会 

新しい学校における ICT/教育 DX のあり⽅（案） 

 
（１）国の動向と今⽇的な課題 

GIGA スクール構想により PC 教室等の場所を限定した端末利⽤から児童⼀⼈⼀台の端末利⽤
と⾼速⼤容量の通信ネットワークをベースにした ICT 環境整備が整った状況にあるが、こうした
基盤を活かした教育 DX（デジタル技術を活かした学びの変⾰）が求められている。発達するビッ
グデータや AI の活⽤も視野に⼊れた柔軟な発想が求められる。そのためには教員個⼈ベースの取
り組みから学校組織としての取り組みに変え、DX を⽀援する外部アドバイザーの登⽤などによ
りシステム運⽤の⼯夫を組織的に⾼めることが求められる。 

またインターネットを介してソフトウエアを利⽤する SaaS（Software as a Service）が主流とな
ると、インターネット接続⽅法が集約拠点を介するものから校外を含むリモート接続を可能とす
るクラウドベースのネットワーク構築に切り替えるなどより柔軟な運⽤を可能とする基盤整備が
必要となる。そのためネットワーク構成も従来の校務系と学習系を利⽤端末に及ぶまで論理的・
物理的に分離する発想から、ネットワークシステムを⼀本化した上でユーザーの多要素認証やア
クセス制御、不審⾏動の遮断などのソフトウエアベースでセキュリティを確保する⽅向に変わる
ものと思われる。こうした流れは教育活動に限らず、設備制御や防犯カメラなどにおいて遠隔監
視が主流となると施設全般に影響が及ぶことになる。 
 
（２）清瀬市の取り組み状況 
・清瀬市では令和 2 年 12 ⽉に「教育の情報化推進計画」を公表している。情報活⽤能⼒や情報モ

ラルなどの教科横断的なデジタルリテラシーの育成や教科指導における授業改善⽅法、家庭で
の取り組みや校務におけるデジタル活⽤など５か年計画として取り組む⽅針がまとめられてい
る。 

・現在の学習系システムは学校毎にプロバイダー契約を⾏い外部回線に接続している。校務系に
ついては市役所と専⽤回線を結びオンプレミス⽅式（保有サーバーで運⽤する⽅式）で運⽤し
ている。そのため教員は校務⽤ PC と学習系のタブレット端末を利⽤しているが、校務⽤ PC は
職員室の個⼈席に固定し、外部に持ち出せない運⽤としている。また⾏政系（事務系）につい
ては東京都のセキュリティクラウドベースの運⽤としている。 

・なお、⼤規模災害時において避難所として体育館等を開放した場合は学習系ネットワークを無
料で開放するとしている。 

 
（３）新しい学校における ICT 環境の検討課題 
 本計画では、今後の清瀬市の学校施設整備のモデルとなる将来の発展性を備えた基幹ネットワ
ークを構築し、いわゆる情報系の環境整備に留まらず、施設管理や防犯対策、地域開放、省エネ
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対策など多岐に渡り ICT/IoT を積極的に活かせる環境整備を⽬指すことが求められる。ICT 活⽤
の視点を以下に⽰す。 

①児童の個別最適な学びを⽀える
〇⼀⼈ひとりの確かな学びを⽀える

・学びの履歴（ポートフォリオ）を活かした個⼈ベースの資質能⼒の育成をサポートする
・障がいの内容や不登校などに応じてデバイスのリモート運⽤で誰ひとり取り残さない教育活

動につなげる
〇デジタルリテラシーを⾼める 

・プログラミング的思考能⼒の育成などに資する教材開発とその運⽤を通した改善を継続的に
⾏う。またその取り組みの⼈的サポートを⾏う

②協働的な学びを⽀える
〇多様な⽂化的背景や価値観を持つ教育⼈材登⽤に資する

・世界と交流できるビデオ会議システムや Web を介したゲスト Teacher の招聘などを⾏う
〇豊かな体験活動に資する 

・超短焦点プロジェクタ/⼤型ディスプレイ等の⼤型教材提⽰装置の導⼊が⼀般的になってい
ることを踏まえ、VR/AR ゴーグル等の先進技術にも触れられる機会を提供する

③教職員の働き⽅改⾰を⽀援する
〇現状の課題に応えられる校務⽀援/学習⽀援システム

・校務系・学習系ネットワークの分離による不都合の改善を図る。具体的にはゼロトラストセ
キュリティの導⼊を検討することが考えられる

校務系・学習系ネットワークの連携による働き⽅改善イメージ 
校務系・学習系ネットワークの連携に関する実証研究事業（⽂科省）成果報告会 2023.3.9 より 
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〇施設管理の効率化 
・⽇常的な施錠管理等の作業効率化を⽬指し、鍵のデジタル化による集中管理や顔認証等の⽣

体認証キーの導⼊などについて検討する

④地域連携や学校施設開放の利便性を⾼める
〇分かりやく使いやすい予約システム

・Web を活⽤し、開放施設の空き状況の確認や開錠施錠のリモート化などを⾏い、利便性の向
上と学校負担の軽減を図る

〇学校と地域双⽅の利便性を⾼めるシステム導⼊ 
・学校図書館運営システム（蔵書管理・排架の効率化・タグ）、スマートロック等

⑤防犯・安全対策に資する
〇不審者対応など防犯システムの構築

・センサー付き防犯カメラの導⼊などにより不審者対策を強化する

⑥施設維持管理・省エネ対策に資する
〇施設の点検や修繕を効率的に実⾏できる維持管理システム

・施設の定期点検による⽼朽化状況をデータベース化し、建物カルテとして施設の修繕計画に
活かす

・設計段階から BIM（Building Information Modeling※）を採⽤し、竣⼯後の建物情報として
不具合箇所等の分析や施設の更新に役⽴てる

※３次元のデジタルモデルに仕上げや設備、コスト情報を追加し建築物のデータベースとする
技術

〇消費エネルギー解析に基づく⾃⼰最適化システム 
・ネットワークを介して教育委員会事務局で消費エネルギーを⼀元管理する
・冷暖房等の設備機器をインターネットに接続し（IoT）、AI による気象情報データ等の解析に

基づく運⽤により省エネ対策を図る

（４）ICT 環境の整備課題
①情報技術の発展を踏まえた基盤整備
〇新校におけるネットワーク整備は数年先となる。その間もデジタル技術の発達は進むため、現

時点の取り組みに留まらず、将来性をふまえた整備計画を⽴てる必要がある。 
〇従来のオンプレミス⽅式のネットワークからパブリッククラウドベースのネットワークに変わ

る可能性が⾼いことから、ゼロトラストセキュリティ等の導⼊について検証する必要がある。 
〇⽂科省では「GIGA スクール構想の下での校務 DX について」を令和５年３⽉に公表している。

ダッシュボード機能を活⽤した教育データの分析と教育活動への利活⽤や学習系と校務系のネ
ットワーク統合を前提とした次世代校務システムに⾔及している。新校ではこうしたシステム
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構築を⾒据えた整備計画を⽴てることが望まれる。 

次世代校務 DX を⽀える ICT 環境イメージ 
（GIGA スクール構想の下での校務 DX について 令和５年３⽉ ⽂科省） 

②⼈的体制の構築
〇DX アドバイザーなどの活⽤

・ICT/IoT の活⽤には ICT に⻑けたファシリテーター、アドバイザーの⽀援が求められる。⽂
科省の学校 DX 戦略アドバイザー事業等から⼈的⽀援を受けることがあり得る。
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第 6 回清瀬市新校開設に向けた基本構想及び基本計画策定委員会 参考資料２
清瀬市地域防災計画 抜粋 

（震災編第２部第８章 第１節〜第２節 2 まで） 
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第 6 回清瀬市新校開設に向けた基本構想及び基本計画策定委員会 参考資料３
清瀬市⽴学校の適正規模・適正配置に関する基本⽅針 抜粋（令和２年５⽉） 

第１章 学校教育が歩むべき道のりと今後の清瀬市⽴学校が⽬指す姿 
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第 6 回清瀬市新校開設に向けた基本構想及び基本計画策定委員会 参考資料４
清瀬市⽴学校施設のスポーツ及び遊び場開放に関する規則(⼀部抜粋) 
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令和４年度 学校施設スポーツ開放利⽤⽅法 
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第四回 清瀬市の新しい学校施設づくりワークショップ

新しい学校施設の夢を語り合おう ワークショップの概要
⽇ 時︓２０２３年７⽉２２⽇（⼟）１０︓００〜１２︓００
会 場︓清瀬市役所 研修室
テーマ︓「学校施設の地域利⽤について話し合おう」
内 容︓第４回のワークショップは学校施設の地域利⽤（地域開放と避難所）をテーマとし、

使いたい施設、使いやすくなる⼯夫や配慮、学校と地域の関係づくりで⼤切にしたい
ことについて話し合っていただきました。当⽇は２０名の参加があり、地域が利⽤す
る施設のあり⽅だけではなく、施設全般の意⾒や建設後の運営のあり⽅まで多くの意
⾒をいただきました。ふせんを通して得られた主な意⾒をまとめます。

チーム 郷⼟愛 チーム ⼦どもが⼀番

〇地域開放
特別教室
・⼦育て⽀援の居場所として特別教室
・それぞれの楽器が使えるスペース
・⾃治会や⽣涯学習（地域活動）
図書館
・休みの時でも地域みんなで安⼼して使える
図書館

スポーツ施設/外部空間
・体育館で運動器具を使って世代問わず利⽤
できる施設

・テニスコート、プール
・消防関連団体の外空間
その他
・親⼦⾷堂 対応できる部屋
・⾼齢者の休憩場所

「⼦どもが⼀番」「みんなが楽しい学校」

＜使いたい施設＞

1

〇地域開放
・誰でも利⽤できるという点の防犯・安全対
策 事前ネット予約等

・防犯として 顔や指紋認証システム
・防犯として スマホアプリの活⽤︖︖
・安全対策としてNPO法⼈など、管理運営を
第三者に

〇避難所
・学校に⼊った時に よくわかる教室の案内
表⽰

・避難所として使⽤できる教室の案内プレー
ト ⼀⽬でわかる

＜使える⼯夫や配慮＞

〇地域開放
図書・学習
・⽇常的に使える図書館
・休⽇の学習の場所（⻑期休暇時も）
居場所
・⼦どもが遊んでいる間に親はお茶したり、
別のことができる場所

・休憩できる、ふらっと⼊れる
・みんなで⇔⼀⼈で 両⽅ほしい
プール
・市内の⼩・中学校と市⺠のための市の室内
プールが１つあってほしい。それはこの新
校リニューアルが最も適していると思う。

学童
・⼦どもが学校を出ないで学童に⾏ける
発表
・舞台発表も可能な体育館

＜使いたい施設＞

〇地域開放
・地域懇談会の実施
・清瀬の伝統⽂化を地域の⽅と学べる場
・伝承スタジオ
・NPO法⼈や消防署など講師を招く
・郷⼟愛を育む地域づくりの教育 ⼦どもも
⼤⼈も

〇避難所
・運営会議への参加

＜学校と地域の関係づくり＞

〇地域開放
つかいわけ
・⼦どもと⼤⼈、使い⽅や内容によってすみ
わけができるように

予約・申込
・予約システムが複雑だとめんどうくさい
・団体ごとに予約や利⽤の調整ができる
・市の公共施設は携帯電話で予約できる
雰囲気/デザイン
・公共っぽさがありすぎない⽅が⼦育て中の
リフレッシュになる

・公共感をできる限り抑える
コミュニティ
・多くの⼈と関われるようにしたい。
セキュリティ
・⼊⼝は別に
・⼈がたくさん →たくさんの⽬で安⼼
→でも不審者も不安

＜使える⼯夫や配慮＞

〇地域開放
・主役は「⼩学校の⼦供たち」の認識で。地
域は２層まで（⼤⼈優先にしすぎない）

＜学校と地域の関係づくり＞

・仮の計画ができあがったらもう⼀度ワーク
ショップを開いて市⺠の⼾を開いてほしい

・施設に⼊ってみる機会（⾒学会、投票所）

＜施設全般・進め⽅など＞
〇避難所
・安全な建物 建築的にも⼼理的にも
・プライバシーに配慮された避難所
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